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資料３ 

（ガス事業生産動態統計調査） 

審 査 メ モ 

 

１ ガス事業生産動態統計調査の計画変更 

ガス事業生産動態統計調査（以下「本調査」という。）について、ガス事業法（昭和 29年

法律第 51号）の改正等を踏まえ、調査の目的、調査対象の範囲、調査事項及び集計事項につ

いて、変更が計画されている。 

 

（１）調査の目的 

調査の目的を、表１のとおり、変更する。 

  

表１ 

現行 変更案 

ガス事業の生産の実態を明確にし、以って、

ガス事業法第１条に規定する目的達成の基

礎資料とする。 

ガス事業の生産の実態を明らかにし、ガス事

業に関する施策の基礎資料を得ることを目

的とする。 

 

（審査状況） 

  従前の記載では、個別の法律とのつながりが強調され、目的が限定的である印象が強かっ

た。しかし、本調査から作成される統計が基幹統計であり、広範な利活用がなされているこ

とから、今回の変更により、調査の目的をより一般化しようとするものであり、適当と考え

る。 

〔参考〕 

◆ガス事業法（昭和 29年法律第 51号）（抄） 

（目的）  

第一条 この法律は、ガス事業の運営を調整することによつて、ガスの使用者の利益を保護し、及びガス事業の健

全な発達を図るとともに、ガス工作物の工事、維持及び運用並びにガス用品の製造及び販売を規制することに

よつて、公共の安全を確保し、あわせて公害の防止を図ることを目的とする。 

 

（２）調査対象の範囲 

調査対象の範囲を、表２のとおり変更するとともに、表３のとおり、調査票様式１－１

上の事業者区分を変更する。 

 

表２ 

現行 変更案 

ガス事業法（昭和29年法律第51号）第２条

第11項に規定するガス事業者について行

う。 

ガス事業法（昭和29年法律第51号）第２条第

12項に規定するガス事業者（同条第10項に規

定するガス製造事業者を除く。以下同じ。） 
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表３ 

現行 変更案 

 

※複数選択 

 

〔参考〕 

◆ガス事業法（昭和 29年法律第 51号）（抄） 

改正前 改正後 

（定義） 

第二条 

11 この法律において「ガス事業者」とは、一般ガス

事業者、簡易ガス事業者、ガス導管事業者及び大口

ガス事業者をいう。 

（定義） 

第二条 

12 この法律において「ガス事業者」とは、ガス小売

事業者、一般ガス導管事業者、特定ガス導管事業者

及びガス製造事業者をいう。 

 

（審査状況） 

電気事業法等の一部を改正する等の法律（平成 27年法律第 47号／電気事業法、ガス事業

法、熱供給事業法等の一括改正法）に伴い、ガス事業法に規定されるガス事業者の区分及び

定義が変更されることに伴うものであり、おおむね適当と考えるが、実態を正確に把握する

観点から、調査対象の範囲の設定の妥当性について、確認する必要がある。 

 

（論点） 

ａ 改正法で規定されている「ガス小売事業者」、「一般ガス導管事業者」、「特定ガス導管事

業者」及び「ガス製造事業者」とは、どのような事業者か。 

ｂ 「ガス製造事業者」を、本調査の調査対象の範囲から除外している理由は何か。 

ｃ ガス事業法の改正前後の事業者区分と調査票の対応関係はどのように変更されるか。 

ｄ 様式１－１及び様式１－２について、調査票のどの部分を、どの事業者が記載すること

になるのか、調査票に明示する形で示されたい。 

ｅ 調査票をガス事業者の種別で分けた方が、報告者にとって回答が容易ではないか。 

ｆ 今回の法改正により、新規参入した事業者に対しては、どのようなタイミングで、調査

対象に組み込んでいくのか。また、新規参入者にとって、現行の調査票で問題はないか。 
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（３）調査事項の変更 

ガス事業法の改正を踏まえ、様式１－１及び１－２について、表４のとおり、調査事項

を修正する。 

  

表４ 

No. 現行 変更案 変更内容・理由 

① 様式１－１ 

 

  

・ガス事業法の改正

により、ガスの小売

が自由化されるこ

とに伴い、大口、小

口の区分が廃止さ

れるため、「大口販

売」、「小口販売」を

統合 

  

・ガス事業法の改正

により、「選択約款」

が廃止となるため、

把握できなくなる

「うち選択約款」を

削除 

 

・ガス事業法改正に

より、ガスの販売地

域の制限が廃止と

なることに伴い、的

確な実態把握の観

点から、販売量及び

販売額を地区別に

把握 

 

 

② 様式１－２ 
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③ 様式１－１ 

 

  

・ガス事業法改正に

伴い、ガスの生産か

ら供給に係る業務

の役割分担が明確

に規定されること

となる。このため、

ガス導管事業者で

は実態が把握でき

なくなる用途別の

メーターの取付数

を廃止し、総数のみ

把握 

 

・①及び②と同様の

理由から、「大口販

売」、「小口販売」を

統合 

 

・①及び②と同様の

理由から、「うち選

択約款」を削除 

 

・①及び②と同様の

理由から、「調定数」

を地区別に把握 

 

④ 様式１－１ 

 

 

 

  

・ガス事業法の改正

に伴う託送供給制

度の改定を踏まえ、

「卸託送」を「連結

託送」に変更すると

ともに、「自己託送」

を調査事項として

追加 

様式１－２  

 

（審査状況） 

申請されている変更は、今般のガス事業法の改正を踏まえた変更であることから、おおむ

ね適当と考えるが、報告者の記入可能性や利活用を踏まえた調査事項の細分化の妥当性及び

記入負担への対応等について、確認する必要がある。 

また、ガスの小売自由化によって、ガスの請求書の発行が、現行の毎月だけでなく、「２か

月に１度」等、様々な選択肢が生じ得ると考えられる。その場合、毎月の実績を回答させる

ことが困難となる場合も想定されることから、そのような事案への対応について、確認する

必要がある。 
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（論点） 

【①～④関係】 

ａ 今回、新たに地区別に実態を把握することにしているが、報告者が回答可能かどうか、

検証は行っているか。 

ｂ 設定されている地区別区分には、どのような都道府県が含まれるのか。また、その範囲

は、利活用目的や関連する他の統計調査との整合性という観点からみて、適当か。 

ｃ 新たに、地区別に実態を把握することによる報告者の記入負担の増加について、何らか

の配慮はなされているか。 

ｄ 調査事項の変更について、報告者に対して、どのように周知を行うのか。（当該変更に関

する十分な周知・説明を計画しているのか。） 

   

【③関係】 

ａ 取付数は総数のみの把握となる一方で、調定数については、これまでの用途別に加えて、

地区別にも報告を求めることとしているのはなぜか。 

ｂ 調査票様式１－１では、「需要家メーター数」を「メーター取付数」に変更することとし

ているが、同じ調査項目がある様式２において同様の変更が不要としている理由は何か。 

 ｃ ガスの小売自由化によって、「調定数」を毎月記入することが困難となった場合、どのよ

うな対応を計画しているのか。また、調査結果の利活用という観点から、支障はないか。 
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（４）調査事項の削除 

生産量等の実績がほとんどない等、調査実施の必要性の低下に伴い、様式１－１及び１

－２について、表５のとおり、調査事項を削除する。 

 

表５ 

No.  変更内容・理由 

① 

現

行 

様式１－１ 

 

 

・環境保護の観

点から使用さ

れなくなった

「揮発油」を削

除 

 

・記入実績を踏

まえ、「その他」

欄の１つを削

除 

 

・「その他」の

記入内容を明

確化するため、

「種別」及び

「単位」を追記 

変

更

案 

 

② 

現

行 

様式１－２ 

 

変

更

案 

 

③ 

現

行 

様式１－１  

・利用するガス

事業者がほと

んど見られな

い、「石炭ガ

ス」、「その他石

炭系ガス」及び

「揮発油ガス」

を削除 

 

・ガス事業法の

改正に伴い、

「（うち一般ガ

ス事業者）」を

削除 

変

更

案 
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④ 
現

行 

様式１－１  

・本調査で把握

する必要性が

乏しくなった

ため、報告者負

担軽減の観点

から、「消費電

力」を削除 

変

更

案 

削除 

 

（審査状況） 

  ①～③については、環境問題等の観点からガス事業者における利用実績がほぼない（注）こ

とを踏まえ、報告者負担の軽減の観点から、削除するものであり、適当と考える。 

（注）一部の項目では、平成 18年に１件、回答がみられたものの、それ以外の項目については、過去 10年間

実績がない。 

  ④については、従前の把握目的を確認した上で、調査事項を削除することにより、利活用

ニーズの面から問題がないかについて確認する必要がある。 

 

（論点） 

【①～③関係】 

ａ  回答の実績が少なくなっている背景事情は何か。また、これまで削除を行っていなかっ

た理由は何か。 

ｂ 本調査事項を削除することによる利活用上の支障はないか。 

 

【④関係】 

・ 本調査事項は、どのような目的で設けられていたものか。削除に伴う利活用上の支障は

ないか。 
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（５）集計事項 

調査事項の変更に伴い、集計事項を変更する。 

 

（審査状況） 

集計事項について、調査事項の変更内容を踏まえ、所要の修正を行うものであり、おおむ

ね適当と考える。 

ただし、ガス事業者の事業者区分の変更に伴い、過去データとの時系比較の観点から、利

活用上の影響がないかどうか、確認する必要がある。 

 

（論点） 

ａ 既存の集計表から、集計内容に実質的な変更はあるか。 

ｂ 集計事項の変更に伴い、時系列データの接続は、どの程度確保されているか。 

ｃ 今回、変更する内容以外に、過去の特別集計や二次的利用の実績からみて、集計事項を

追加する余地はないか。 
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（６）公表の方法及び公表の期日 

調査結果の公表方法及び公表期日を、表６のとおり、変更する。 

 

表６ 

 現行 変更案 変更理由 

公表の方法 

定期刊行物その他によ

り公表する。 

集計された結果をイン

ターネット（資源エネ

ルギー庁ホームページ

及び e-Stat）により公

表する。 

・利活用の実績に即

して記載を修正す

るもの 

・業務効率化の観点

から、刊行物を廃止 

公

表

の

期

日 

月次調査 

・様式１－１ 

・様式２ 

数量に係る事項の結果

を翌々月２０日まで 

数量に係る事項の結果

は、調査票提出月の翌

月下旬まで 

・日付を指定した場

合、月によっては土

曜日、日曜日、祝日

と重なることから

一般的な記述に修

正するもの 

四半期調査 

・様式１－２ 

金額に係る事項を調査

票提出月（６月、９月、

１２月、３月）の翌月

２０日まで 

金額に係る事項の結果

は、調査票提出月（６

月、９月、１２月、３

月）の翌月下旬まで 

 

（審査状況） 

  本調査の調査結果については、これまで、資源エネルギー庁ホームページ、e-Stat及び「ガ

ス事業生産動態統計月報」（定期刊行物）において公表がなされているが、利活用の実績を踏

まえ、インターネットによる公表に限定することとしている。 

これについては、紙媒体での公表が行われなくなることとなるため、統計利用者の利便性

を損なうことがないか、確認する必要がある。 

また、公表期日に関しては、曜日の並びによる公表日の変動を考慮したものであり、おお

むね適当と考えるが、変更後も適切な公表が継続される見込みであるか否かについて、調査

票の回収から集計・公表までのスケジュールを確認する必要がある。 

  

（論点） 

ａ 定期刊行物の作成部数、配布先等はどのようになっているか。 

ｂ 定期刊行物の廃止によって、統計利用者の利便性を損なうおそれはないか。また、定期 

刊行物以外の形態によって、紙媒体による公表を行う必要はないか。 

ｃ 現時点の調査票の回収から、審査、集計、公表までのスケジュール実績はどのようにな

っているか。今回の公表期日の変更（「20日まで」→「下旬まで」）により、実質的に公表

日が遅くなる可能性はないか。また、今後、公表を早期化する余地はないか。 
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（７）その他 

＜オンライン調査の推進について＞ 

本調査は、調査員、郵送及びオンラインによる自計報告で実施されているが、「第Ⅱ期基

本計画」においては、調査横断的な対応として、オンラインによる回収率の向上方策の検討

が求められている。 
 
（審査状況） 

本調査におけるオンライン調査の利用率は、今年度実施済みの調査において、都市ガス分

（様式１－１及び１－２）で約60％、簡易ガス分（様式２）で約25％という状況にある。 
本調査は、ガス事業法に基づくガス事業者（ガス製造事業所を除く。）の全数を対象として

調査するものであり、反復継続的な形で毎月実施されていることを考慮すれば、利用実績を

上げる余地はあると考えられ、集計作業の負担軽減及び調査結果の早期公表にも資すると考

えられることから、オンライン回収率の更なる向上方策に関する対応状況等について検討す

る必要がある。 
 

（論点） 

・ 最近（３か年度）の調査票の回収状況（回収率、オンライン利用率等）及びオンライン

回答を増やすための取組状況は、どのようになっているか。 

 
【参考】第Ⅱ期基本計画（抄） 

「第３ 公的統計の整備に必要な事項」部分 

項 目 具体的な措置、方策等 担当府省 実施時期 

１ 統計作成の効率化及び

報告者の負担軽減 
(3) オンライン調査の推進 

○ 統計調査の実施計画を企画する際、オンライン調査を導

入していない調査は導入の適否、導入している調査はオン

ラインによる回収率の向上方策について事前に検討する。 

各府省 平成 26年

度から実

施する。 
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２ 統計審議会諮問第 307号（平成 18年３月 10日付け統審議第５号）の答申時における「今

後の課題」への対応状況について 

本調査については、統計審議会（当時）の諮問第 307号の答申時において、以下の検討課題

が指摘されている。 

今回の調査項目の変更により把握されることとなる大口販売と小口販売については、平成

19年に予定されている自由化範囲の拡大が実施された場合には、その範囲が変更されること

になるので、経済産業省は、平成 19年度以降も統計の比較が継続して行うことができる工夫

を検討する必要がある。 

 

（審査状況） 

  平成 19年４月から、小規模工場やビジネスホテル等の大口部門でガスの小売の自由化がな

され、一般家庭への小口販売を除き、ガスの小売は自由化された。その後、今般のガス事業

法改正に伴い、平成 29年度の４月以降、家庭向けの小売も含めた形で、ガスの小売について

は全面自由化されることとなっている。 

今回申請された変更内容は、上記課題への対応となっているものであり、内容の適否につ

いては、前記１の各項目の審議において確認する。 
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３ 未諮問基幹統計としての確認 

本調査は、旧統計法下における統計審議会答申「諮問第 307 号の答申 ガス事業生産動

態統計調査の改正について」以降、これまで統計審議会及びその後の統計委員会に諮問さ

れていない。 

このため、本調査の結果に基づき作成されるガス事業生産動態統計（以下「本基幹統計」

という。）の基幹統計としての適合性、本調査の実施の必要性などについて、確認を行う

必要がある。 

 

（１）基幹統計としての要件の適合性 

（審査状況） 

基幹統計については、統計法第２条第４項第３号において、次の３要件のいずれかに該当

するものとして総務大臣が指定するものと定められている。 

イ）全国的な政策を企画立案し、又はこれを実施する上において特に重要な統計 

ロ）民間における意思決定又は研究活動のために広く利用されると見込まれる統計 

ハ） 国際条約又は国際機関が作成する計画において作成が求められている統計その他国際

比較を行う上において特に重要な統計 

 

その上で、本基幹統計は、諮問の概要（資料１の参考）２ページに記載したとおり、行政

利用、民間利用及び国際利用ともに重要なデータとして利用されているところであり、統計

法第２条第４項３号に規定する要件のいずれにも合致しているものと考えられるが、この機

会に、他の利活用についても確認する必要がある。 

 

（論点） 

・ 「諮問の概要」で掲げている利活用以外の利活用実態は、どのようになっているか（e-Stat

等のアクセス件数、二次利用申請件数等）。 
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（２）本調査の実施の必要性 

（審査状況） 

本基幹統計の要件適合性については、前記（１）のとおりであるが、一方で、ガス事業法

において、経済産業大臣による事業者に対する報告徴収の規定が置かれている（改正前は第

46条、改正後は第 171条）。 

そのため、当該報告徴収により本調査で把握している情報を収集すれば、本調査に代替で

きるのではないかという考え方が有り得る。 

これについて、資源エネルギー庁は、ガス事業法に基づく報告徴収は、監査を行う場合や

事故が発生した際に、必要な情報を特定の事業者から収集することを主な目的としており、

全事業者から生産活動の動向を経常的に報告させるために適用することを念頭に置いておら

ず、当該報告徴収により本調査を代替することはできないとしている。 

以上のことから、ガス事業法に報告徴収についての規定が置かれているとしても、それに

よって、本調査の必要性が失われるものではないと考えられるものの、ガス事業法に規定さ

れた報告徴収との役割分担及び代替性について、再確認する必要がある。 

〔参考〕 

◆ガス事業法（昭和 29年法律第 51号）（抄） 

改正前 改正後 

（報告の徴収）  

第四十六条  経済産業大臣は、この法律の施行に

必要な限度において、政令で定めるところによ

り、ガス事業者、準用事業者又はガス用品の製

造、輸入若しくは販売の事業を行う者に対し、

その事業に関し報告をさせることができる。 

 

 

２～５（略） 

（報告の徴収）  

第百七十一条 経済産業大臣は、この法律の施行に

必要な限度において、政令で定めるところによ

り、ガス小売事業者等、一般ガス導管事業者、特

定ガス導管事業者若しくはガス製造事業者、準用

事業者又はガス用品の製造、輸入若しくは販売の

事業を行う者に対し、その事業に関し報告をさせ

ることができる。 

２～５ （略） 

 

◆ガス事業法施行令 （昭和 29年政令第 68号） 

（報告の徴収）  

第十一条 法第四十六条第一項の規定により経済産業大臣がガス事業者に対し報告をさせることができる事項は、

次の各号（大口ガス事業者にあつては、第三号を除く。）に掲げる事項とする。  

一 ガスの供給業務の運営に関する事項  

二 ガス工作物の工事、維持及び運用の保安に関する事項  

三 会計の整理に関する事項  

四 消費機器の調査に関する業務の運営に関する事項  

２～４（略）  

（注）法改正に伴う政令については、現在策定中であるため、現行の政令のみを表示 

 

（論点） 

ａ ガス事業法に基づく報告徴収と本調査は、ガス事業の実態を把握する上で、どのような

役割分担で運用されているのか。 

ｂ ガス事業法に基づく報告徴収をもって本調査に代替することは困難か。 

ｃ 基幹統計調査として、報告義務を課さなければ、調査の目的を達成できないか。 
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（３）ガス事業の実態を踏まえた調査体系の見直しの必要性 

（審査状況） 

本調査は、ガス事業法に基づく事業者を対象に調査が行われているが、国内におけるガス

の供給は、ガス事業法に基づく供給のみならず、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正

化に関する法律（昭和 42年法律第 149号。以下「液石法」という。）に基づく「液化石油ガ

ス販売事業」によっても行われている。 

そのため、本調査は、国内におけるガスの生産・供給について実態を網羅するものとはな

っていない可能性がある。 

本調査の結果が、インフラに関する統計として、災害の発生に際して必要とされる被害状

況の把握及び復旧施策の企画立案などの場面において利用されることが想定されるなど、そ

の重要性が、今後より一層高まる可能性が考えられることも踏まえると、本調査について、

ガス事業を網羅的に把握する調査として体系的に整備する余地がないか、確認する必要があ

る。 

  

（論点） 

ａ ガス事業に関する統計調査の把握状況については、どのようになっているか。 

ｂ 液石法に基づくガス事業の実態について、別途把握され、統計化されているか。 

ｃ 液石法に基づくガス事業も本調査の対象に加え、本調査を、国内におけるガスの生産・

供給を網羅する統計に拡充する可能性はあるか。 

 


